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                                                            多摩市立西落合小学校 

 

                       西落合小学校 タブレットルールについて 

 

 西落合小学校の４年生、５年生、６年生の皆さんが、タブレットの使い方について考えました。便利な道具ですが、使い

方を間違えると、大変なことが起こります。そういったことを防ぐためにも、みんなで考えたルールを守っていくことが大切に

なります。 

 

１ 勉強の道具として使う。 

     ・勉強に関係していることに使う。 

     ・授業と関係あることに使う。  

     ・先生が許可した時にタブレットを開いて使う。 

     ・タブレットで遊んだり、家や学校でゲームをやったりしない。 

     ・勉強に関係ないサイトにとんだら先生に報告する。 

 

２  カメラは勉強に関係することに使う。 

      

３ お互いに気を付ける。 

     ・勉強と関係ないことで使っていたり、先生に言われていないことをしていたりしたら注意する。 

 

４ いじめにつながるようなことをしない。 

     ・悪口を書き込まない。見付けた時には大人に報告をする。 

     ・友達が傷つく言葉を書いたり、ふざけたやりとりや画像を送ったりしないで、一人一人が相手のことを考えるよ 

うにする。 

      

５ 大事に扱う 

     ・自分のタブレットを他人に貸したり使わせたりせずに、壊れないように大切に管理する。 

     ・ケースに入れて保管したり持ち運びをしたりする。 

     ・学校や家以外に持って行かないようにする。 

 

６ 個人情報の扱い方 

     ・写真やパスワードなどの個人情報の取扱いに気を付ける。 

     ・友達のパスワード使ったり、友達の個人情報を使ったりしないように気を付ける。 

     ・無断で他の人の写真、動画を撮って、相手が嫌な気持ちにならないように気を付ける。 

     ・勝手に設定を変更しないで、貸してもらった時のままにする。 


